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様式第６号（第１７条）        

 会　　議　　録 

(６―１) 

 会議の名称 令和７年度春日部市自転車対策協議会

 
開　催　日　時 令和８年２月９日（月）

開　会 午後３時３０分

 閉　会 午後４時２５分

 開　催　場　所 春日部市役所 第二庁舎 ３階 会議室３Ａ

 議長(会長)氏名 細谷　悟

  

出 

 

 

席 

 

 

者

委員氏名

(出席人数：６人) 

 細谷　悟、小谷野　静子、小川　志朗、藤井　博子、

 山﨑　正雄、大宮　博幸

 (欠席人数：０人)

 
説 明 者 

そ の 他

(説 明 者：１人) 

 くらしの安全課　交通防犯担当　主任　町田　淳

 
 

事 務 局

(出席人数：６人）

 市民生活部長　　　　　　　　　　　飯口　信彦

 市民生活部次長　　　　　　　　　　清水　一男

 くらしの安全課長　　　　　　　　　古郡　真二

 くらしの安全課　交通防犯担当主幹　岩渕　剛

 くらしの安全課　交通防犯担当主任　岸澤　絵里菜

 くらしの安全課　交通防犯担当主任　町田　淳

次第及び公開、一部

公開、非公開の区分

議事（一部公開） 

１　会長・副会長の選出について 

２　自転車対策協議会の役割について 

３　放置自転車対策の取組状況について 

４　令和７年度事業内容について 

５　令和８年度事業計画（案）について

 

一部公開・非公開の 

場合はその理由

□ 要綱第３条第１号該当： 

■ 要綱第３条第２号該当：人事管理に係る事務のため。 

□ 要綱第３条第３号該当： 

□ 要綱第３条第４号該当：

 
配　布　資　料

・次第 

・令和７年度春日部市自転車対策協議会資料

  

会議録の作成方法

□　録音テープ等を使用した全文記録

 ■　録音テープ等を使用した要点記録

 □　要点記録

 
議録署名の指定

議長（会長）が署名する。

 



- 2 - 

(６―２) 

 発　言　者　 発言内容　・　決定事項

 事務局 

 

市　長 

 

市　長 

 

委　員 

 

事務局 

 

市　長 

 

事務局 

 

仮議長 

 

仮議長 

 

委　員 

 

仮議長 

 

会　長 

 

副会長 

 

事務局 

 

 

 

会　長 

 

会　長 

 

 

 

 

事務局 

 

≪出席委員の報告・会議成立の報告≫ 

 

≪岩谷市長から委員へ委嘱状の交付≫ 

 

≪岩谷市長の挨拶≫ 

 

≪委員紹介≫ 

 

≪事務局紹介≫ 

 

≪岩谷市長は公務のため退室≫ 

 

≪会長不在のため、市民生活部長を仮議長として選出≫ 

 

≪仮議長就任。会議の一部公開・傍聴人なし・議事の報告≫ 

 

≪議事（１）会長・副会長は、委員の互選による選出≫ 

 

≪会長に細谷委員、副会長に小谷野委員を推薦・選出≫ 

 

≪仮議長解職≫ 

 

≪細谷会長の就任挨拶≫ 

 

≪小谷野副会長の就任挨拶≫ 

 

春日部市自転車放置防止条例第１７条第２項の規定により会議

の議長は、会長が務めることとなっておりますので、細谷会長よろ

しくお願いします。 

 

≪細谷会長は議長席に移動≫ 

 

それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

議事（２）自転車対策協議会の役割について、（３）放置自転車

対策の取組状況について、（４）令和７年度事業内容について、一

括して事務局から説明願います。 

 

　≪資料を基に（２）自転車対策協議会の役割について、（３）放

置自転車対策の取組状況について、（４）令和７年度事業内容につ
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議　長 

 

 

委　員 

 

議　長 

 

 

 

委　員 

 

議　長 

 

 

 

事務局 

 

議　長 

 

 

委　員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委　員 

 

 

 

 

 

 

いて説明≫ 

 

　ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手を

お願いします。 

 

≪意見・質問なし≫ 

 

ご意見、ご質問がないようですので、（２）自転車対策協議会の

役割について、（３）放置自転車対策の取組状況について、（４）令

和７年度事業内容については、承認でよろしいでしょうか。 

 

異議なし（出席委員全員）。 

 

それでは、本件につきましては、承認とさせていただきます。続

きまして、議事（５）令和８年度事業計画（案）について、事務局

より説明願います。 

 

≪資料を基に（５）令和８年度事業計画（案）について説明≫ 

 

ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手を

お願いします。 

 

　武里駅を毎日、利用しています。３年前は、日曜日に放置自転車

が５０台近くあった印象です。今年度は、大幅に放置自転車が減少

し、あったとしても２、３台の印象です。これは、自転車誘導整理

員を配置したことや日曜日における一斉撤去を実施したことが影

響していると推測しています。 

また、放置自転車には、盗難自転車が多いと推測しています。春

日部警察署等が様々な自転車盗対策を実施した結果、放置自転車

の減少に繋がったと推測しています。 

さらに、資料８頁の広報かすかべによる自転車利用者のマナー

啓発活動についてですが、障がいのある人にとっても配慮された

文言となっているため、感謝しています。 

 

　春日部市の令和６年における刑法犯認知件数は 1,762 件で、自

転車盗の件数は 554 件となりました。しかし、令和７年における

刑法犯認知件数は、1,591 件（前年比 171 件減少）で、自転車盗の

件数は 409 件（前年比 145 件減少）となりました。これは、市役

所と連携して、春日部駅中央第１・２自転車駐車場等で、キャンペ

ーン等の啓発活動やパトロール活動を実施した結果だと思いま

す。 
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委　員 

 

 

事務局 

 

 

 

委　員 

 

 

 

 

 

委　員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委　員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

　春日部警察署としましては、今後も市役所をはじめとする関係

機関と連携して自転車盗対策に努めてまいります。 

 

　撤去された放置自転車における盗難自転車の割合について教え

てください。 

 

　撤去した放置自転車は、防犯登録番号を基に所有者の照会を行

います。その照会で盗難届の有無についても確認していますが、割

合は概ね１割程度となります。 

 

　令和６年３月３１日で春日部駅西口自転車駐車場が閉鎖したた

め、放置自転車の増加について危惧していました。しかし、市役所

及び春日部警察署の様々な取組によって、春日部駅西口だけでな

く、東口を含めた春日部駅周辺において、放置自転車は減少してい

る印象です。 

 

　春日部駅周辺に行く機会があります。駅前や銀行周辺の放置自

転車が大幅に減少している印象です。これは、自転車を放置するこ

とによって自転車を撤去されてしまう意識醸成がされている結果

と感じています。 

　また、春日部駅西口自転車駐車場が閉鎖しましたが、春日部駅中

央第１・２自転車駐車場への移動等により、閉鎖による影響は少な

くなったと推察します。 

西口・東口駅前の放置は皆無になりつつある。評価したい。 

 

　放置自転車対策と直接、関係ありませんが、令和８年４月１日か

ら自転車の交通違反に交通反則制度（以下、「青切符」という。）が

導入されるため、啓発活動を強化していただきたいです。 

 

　市としては、春日部警察署及び春日部共栄高校と連携して、春日

部駅中央第１・２自転車駐車場で啓発活動を実施しました。また、

市公式 SNS 及び市公式ホームページによる周知活動、市営自転車

駐車場等へのポスター掲示を実施しました。さらに、転入手続き等

のために市役所に来庁された外国人の方へ、多言語による青切符

のチラシを配布予定です。また、国際交流協会に協力を得つつ、

様々な機会で配布を予定しています。 

 

　市としては、各地域の市民センター・地区公民館と連携し、防犯

に関する講話を行っています。その中で、防犯だけでなく、青切符

の話題についても周知してほしいとの依頼が多いため、各市民セ

ンター・地区公民館においても周知に努めております。 
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　(６―３) 

  

 

 

 

委　員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

委　員 

 

議　長 

 

 

 

 

事務局 

また、高齢者支援課の事業であるふれあい大学においても、同

様の依頼があり、春日部警察署と連携して交通ルールの周知に努

めております。 

 

視覚障がい者が通行する場合の事例として、障がい者が衝突す

る恐れを配慮した場合の質問として、前輪がコンビニ等の店舗敷

地内、後輪が道路上に駐車する自転車があります。店舗における買

い物が終わって、自転車で出発する際に、後方をよく確認しないで

出発する自転車利用者がいます。そのような自転車の駐車方法及

び利用者は危険であることから、マナー啓発をお願いしたいです。

また、そのような自転車は、撤去対象になりますか。 

 

　今回の事例の自転車については、自転車の一部が民地内にある

ことから撤去対象にはなりません。また、市役所としては、啓発活

動の一環として埼玉県と連携して、首都圏放置自転車クリーンキ

ャンペーンを実施しています。このキャンペーンの中でマナー啓

発に努めています。 

 

ほかにご意見、ご質問がないようですので、（５）令和８年度事

業計画（案）については、一部修正(民地内からはみ出した件の回

答)としたことを条件に承認でよろしいでしょうか。 

 

異議なし（出席委員全員）。 

 

それでは、本件につきましては、承認とさせていただきます。議

事につきましては、これで終了させていただき、議長の職を解かせ

ていただきます。議事進行にあたり、皆様のご協力ありがとうござ

いました。それでは事務局、お願いいたします。 

 

委員の皆様には、慎重なるご審議ありがとうございました。以

上をもちまして、令和７年度春日部市自転車対策協議会を閉会さ

せていただきます。

 発　言　者 発言内容　・　決定事項

 議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。 

令和８年２月２５日 

署名者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　


